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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 17年 8月 8日 (2005.8.8)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 食 器 を 収 納 す る 食 器 カ ゴ と 、 食 器 カ ゴ を 載 置 す る 洗 浄 槽 と 、 洗 浄 槽 に 洗 浄 水 を 供 給 す る
洗 浄 水 供 給 手 段 と 、 洗 浄 槽 内 に 供 給 さ れ た 洗 浄 水 を 加 熱 す る 加 熱 手 段 と 、 洗 浄 水 を 圧 送 す
る 圧 送 手 段 と 、 圧 送 さ れ た 洗 浄 水 を 噴 射 す る 噴 射 口 を 有 す る 洗 浄 ノ ズ ル と 、 洗 浄 水 を 洗 浄
槽 よ り 排 出 す る 排 水 手 段 と 、 前 記 洗 浄 水 供 給 手 段 ・ 加 熱 手 段 ・ 圧 送 手 段 ・ 排 水 手 段 を 制 御
し て 洗 い 工 程 、 す す ぎ 工 程 等 の 一 連 の 洗 浄 工 程 を お こ な う 制 御 手 段 と を 備 え る 食 器 洗 い 機
に お い て 、
　 前 記 食 器 カ ゴ に 収 納 さ れ る 全 て の 食 器 と 洗 浄 ノ ズ ル に 設 け ら れ た 噴 射 口 が 直 接 対 向 す る
よ う に 構 成 さ れ 、 且 つ 全 て の 食 器 は 食 器 の 汚 れ 面 が 前 記 噴 射 口 に 対 向 す る 方 向 に 傾 斜 し て
食 器 カ ゴ に 収 納 さ れ 、 前 記 洗 い 工 程 は 少 な く と も 第 １ の 洗 い 工 程 と 第 ２ の 洗 い 工 程 の 複 数
回 の 洗 い 工 程 を 有 し 、 前 記 制 御 手 段 は 第 １ の 洗 い 工 程 の 到 達 目 標 温 度 を ４ ０ ℃ 以 上 、 最 終
の 洗 い 工 程 の 目 標 到 達 温 度 を ５ ５ ℃ 以 上 と し て 加 熱 手 段 を 制 御 す る こ と に よ っ て 、 界 面 活
性 剤 を 主 成 分 と す る 洗 剤 を 使 用 せ ず に 汚 れ 除 去 を 可 能 と し た こ と を 特 徴 と す る 食 器 洗 い 機
。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 界 面 活 性 剤 を 主 成 分 と す る 洗 剤 を 使 用 し て 食 器 の 汚 れ 除 去 を 行 う 洗 浄
コ ー ス と 、 界 面 活 性 剤 を 主 成 分 と す る 洗 剤 を 使 用 せ ず に 食 器 の 汚 れ を 除 去 す る 洗 浄 コ ー ス
を 選 択 可 能 と し た 請 求 項 １ 記 載 の 食 器 洗 い 機 。
【 請 求 項 ３ 】
　 界 面 活 性 剤 を 主 成 分 と す る 洗 剤 が 載 置 さ れ る 下 部 に 洗 剤 の 有 無 、 洗 剤 量 を 検 知 す る 洗 剤
検 知 手 段 を 設 け 、 前 記 制 御 手 段 は 前 記 洗 剤 検 知 手 段 か ら の 検 知 信 号 に よ り 洗 剤 が な い も し
く は 洗 剤 が 規 定 量 よ り も 少 な い と 判 断 す る と 、 洗 剤 を 使 用 し な い 洗 浄 コ ー ス を 自 動 的 に 選
択 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ 記 載 の 食 器 洗 い 機 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 圧 送 手 段 か ら 前 記 洗 浄 ノ ズ ル に 連 通 す る 洗 浄 水 の 導 水 経 路 を 複 数 に 分 岐 す る と 共 に
、 洗 浄 槽 内 に 前 記 複 数 の 同 水 経 路 に 対 応 し て 複 数 の 独 立 し た 洗 浄 ノ ズ ル を 設 け た こ と を 特



徴 と す る 請 求 項 １ ～ ３ 何 れ か 一 項 に 記 載 の 食 器 洗 い 機 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 洗 浄 槽 に は 複 数 の 食 器 カ ゴ を 載 置 可 能 と し 、 こ の 複 数 の 食 器 カ ゴ に 対 応 し て 、 前 記
複 数 の 独 立 し た 洗 浄 ノ ズ ル を 配 設 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の 食 器 洗 い 機 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 洗 浄 槽 に 供 給 さ れ た 洗 浄 水 の 水 温 を 測 定 す る 水 温 測 定 手 段 を 備 え 、 前 記 制 御 手 段 は
前 記 水 温 測 定 手 段 よ る 前 記 第 １ の 洗 い 工 程 時 に 供 給 さ れ た 洗 浄 水 の 水 温 測 定 値 が 所 定 の 設
定 値 以 上 の 場 合 に は 、 前 記 加 熱 手 段 を 動 作 さ せ な い よ う に 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ ～ ５ 何 れ か 一 項 に 記 載 の 食 器 洗 い 機 。
【 請 求 項 ７ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 前 記 水 温 測 定 手 段 に よ る 水 温 測 定 値 が 所 定 の 設 定 値 よ り も 低 い 場 合 に は
、 水 温 測 定 値 が 所 定 の 設 定 値 以 上 と な る ま で 、 前 記 洗 浄 水 供 給 手 段 お よ び 前 記 排 水 手 段 を
繰 り 返 し 動 作 さ せ た 制 御 を お こ な う こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 食 器 洗 い 機 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 制 御 手 段 は 、 任 意 の 切 り 替 え 手 段 に よ り 、 洗 い 工 程 の 実 施 回 数 お よ び 到 達 目 標 温 度
を 変 更 可 能 と し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ７ 何 れ か 一 項 に 記 載 の 食 器 洗 い 機 。
【 請 求 項 ９ 】
　 請 求 項 １ ～ ８ 何 れ か 一 項 に 記 載 の 食 器 洗 い 機 を 用 い た 食 器 洗 い 方 法 で あ っ て 、 界 面 活 性
剤 を 主 成 分 と す る 洗 剤 の 代 替 え と し て 重 炭 酸 ナ ト リ ウ ム 等 の 炭 酸 塩 を 使 用 す る こ と を 特 徴
と す る 食 器 洗 い 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 請 求 項 １ ～ ８ 何 れ か 一 項 に 記 載 の 食 器 洗 い 機 を 用 い た 食 器 洗 い 方 法 で あ っ て 、 界 面 活 性
剤 を 主 成 分 と す る 洗 剤 の 代 替 え と し て 塩 化 ナ ト リ ウ ム 等 の 塩 化 物 を 使 用 す る こ と を 特 徴 と
す る 食 器 洗 い 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 請 求 項 １ ～ ８ 何 れ か 一 項 に 記 載 の 食 器 洗 い 機 を 用 い た 食 器 洗 い 方 法 で あ っ て 、 前 記 複 数
の 洗 い 工 程 に お い て 少 な く と も １ の 洗 い 行 程 の 洗 浄 水 と し て ア ル カ リ 水 溶 液 を 使 用 す る こ
と を 特 徴 と す る 食 器 洗 い 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 １ ～ ８ 何 れ か 一 項 に 記 載 の 食 器 洗 い 機 を 用 い た 食 器 洗 い 方 法 で あ っ て 、 前 記 複 数
の 洗 い 工 程 に お い て 少 な く と も １ の 洗 い 行 程 の 洗 浄 水 と し て ア ル カ リ 水 溶 液 を 使 用 し 、 最
終 加 熱 す す ぎ 工 程 に お け る 洗 浄 水 と し て 酸 性 水 溶 液 を 使 用 す る こ と を 特 徴 と す る 食 器 洗 い
方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 請 求 項 １ ～ ８ 何 れ か 一 項 に 記 載 の 食 器 洗 い 機 を 用 い た 食 器 洗 い 方 法 で あ っ て 、 洗 浄 工 程
に お け る 最 終 加 熱 す す ぎ 工 程 に お い て 食 酢 等 の 酸 性 溶 液 を 滴 下 す る こ と を 特 徴 と す る 食 器
洗 い 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 請 求 項 １ で は 、 食 器 を 収 納 す る 食 器 カ ゴ と 、 食 器 カ ゴ を 載
置 す る 洗 浄 槽 と 、 洗 浄 槽 に 洗 浄 水 を 供 給 す る 洗 浄 水 供 給 手 段 と 、 洗 浄 槽 内 に 供 給 さ れ た 洗
浄 水 を 加 熱 す る 加 熱 手 段 と 、 洗 浄 水 を 圧 送 す る 圧 送 手 段 と 、 圧 送 さ れ た 洗 浄 水 を 噴 射 す る
噴 射 口 を 有 す る 洗 浄 ノ ズ ル と 、 洗 浄 水 を 洗 浄 槽 よ り 排 出 す る 排 水 手 段 と 、 前 記 洗 浄 水 供 給
手 段 ・ 加 熱 手 段 ・ 圧 送 手 段 ・ 排 水 手 段 を 制 御 し て 洗 い 工 程 、 す す ぎ 工 程 等 の 一 連 の 洗 浄 工
程 を お こ な う 制 御 手 段 と を 備 え る 食 器 洗 い 機 に お い て 、 前 記 食 器 カ ゴ に 収 納 さ れ る 全 て の
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食 器 と 洗 浄 ノ ズ ル に 設 け ら れ た 噴 射 口 が 直 接 対 向 す る よ う に 構 成 さ れ 、 且 つ 全 て の 食 器 は
食 器 の 汚 れ 面 が 前 記 噴 射 口 に 対 向 す る 方 向 に 傾 斜 し て 食 器 カ ゴ に 収 納 さ れ 、 前 記 洗 い 工 程
は 少 な く と も 第 １ の 洗 い 工 程 と 第 ２ の 洗 い 工 程 の 複 数 回 の 洗 い 工 程 を 有 し 、 前 記 制 御 手 段
は 第 １ の 洗 い 工 程 の 到 達 目 標 温 度 を ４ ０ ℃ 以 上 、 最 終 の 洗 い 工 程 の 目 標 到 達 温 度 を ５ ５ ℃
以 上 と し て 加 熱 手 段 を 制 御 す る こ と に よ っ て 、 界 面 活 性 剤 を 主 成 分 と す る 洗 剤 を 使 用 せ ず
に 汚 れ 除 去 を 可 能 と し た こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 ま た 、 請 求 項 ２ で は 、 前 記 制 御 手 段 は 、 界 面 活 性 剤 を 主 成 分 と す る 洗 剤 を 使 用 し て 食 器
の 汚 れ 除 去 を 行 う 洗 浄 コ ー ス と 、 界 面 活 性 剤 を 主 成 分 と す る 洗 剤 を 使 用 せ ず に 食 器 の 汚 れ
を 除 去 す る 洗 浄 コ ー ス を 選 択 可 能 と し た 。
【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 更 に 、 請 求 項 ３ で は 、 界 面 活 性 剤 を 主 成 分 と す る 洗 剤 が 載 置 さ れ る 下 部 に 洗 剤 の 有 無 、
洗 剤 量 を 検 知 す る 洗 剤 検 知 手 段 を 設 け 、 前 記 制 御 手 段 は 前 記 洗 剤 検 知 手 段 か ら の 検 知 信 号
に よ り 洗 剤 が な い も し く は 洗 剤 が 規 定 量 よ り も 少 な い と 判 断 す る と 、 洗 剤 を 使 用 し な い 洗
浄 コ ー ス を 自 動 的 に 選 択 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 ま た 、 請 求 項 ４ で は 、 前 記 圧 送 手 段 か ら 前 記 洗 浄 ノ ズ ル に 連 通 す る 洗 浄 水 の 導 水 経 路 を
複 数 に 分 岐 す る と 共 に 、 洗 浄 槽 内 に 前 記 複 数 の 同 水 経 路 に 対 応 し て 複 数 の 独 立 し た 洗 浄 ノ
ズ ル を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　 更 に 、 請 求 項 ５ で は 、 前 記 洗 浄 槽 に は 複 数 の 食 器 カ ゴ を 載 置 可 能 と し 、 こ の 複 数 の 食 器
カ ゴ に 対 応 し て 、 前 記 複 数 の 独 立 し た 洗 浄 ノ ズ ル を 配 設 し た こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 ま た 、 請 求 項 ６ で は 、 前 記 洗 浄 槽 に 供 給 さ れ た 洗 浄 水 の 水 温 を 測 定 す る 水 温 測 定 手 段 を
備 え 、 前 記 制 御 手 段 は 前 記 水 温 測 定 手 段 よ る 前 記 第 １ の 洗 い 工 程 時 に 供 給 さ れ た 洗 浄 水 の
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水 温 測 定 値 が 所 定 の 設 定 値 以 上 の 場 合 に は 、 前 記 加 熱 手 段 を 動 作 さ せ な い よ う に 制 御 す る
こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 更 に 、 請 求 項 ７ で は 、 前 記 制 御 手 段 は 前 記 水 温 測 定 手 段 に よ る 水 温 測 定 値 が 所 定 の 設 定
値 よ り も 低 い 場 合 に は 、 水 温 測 定 値 が 所 定 の 設 定 値 以 上 と な る ま で 、 前 記 洗 浄 水 供 給 手 段
お よ び 前 記 排 水 手 段 を 繰 り 返 し 動 作 さ せ た 制 御 を お こ な う こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 ま た 、 請 求 項 ８ で は 、 前 記 制 御 手 段 は 、 任 意 の 切 り 替 え 手 段 に よ り 、 洗 い 工 程 の 実 施 回
数 お よ び 到 達 目 標 温 度 を 変 更 可 能 と し た こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 ま た 、 請 求 項 ９ で は 、 請 求 項 １ ～ ８ 何 れ か 一 項 に 記 載 の 食 器 洗 い 機 を 用 い た 食 器 洗 い 方
法 で あ っ て 、 界 面 活 性 剤 を 主 成 分 と す る 洗 剤 の 代 替 え と し て 重 炭 酸 ナ ト リ ウ ム 等 の 炭 酸 塩
を 使 用 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ０ で は 、 請 求 項 １ ～ ８ 何 れ か 一 項 に 記 載 の 食 器 洗 い 機 を 用 い た 食 器 洗 い
方 法 で あ っ て 、 界 面 活 性 剤 を 主 成 分 と す る 洗 剤 の 代 替 え と し て 塩 化 ナ ト リ ウ ム 等 の 塩 化 物
を 使 用 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ １ で は 、 請 求 項 １ ～ ８ 何 れ か 一 項 に 記 載 の 食 器 洗 い 機 を 用 い た 食 器 洗 い
方 法 で あ っ て 、 前 記 複 数 の 洗 い 工 程 に お い て 少 な く と も １ の 洗 い 行 程 の 洗 浄 水 と し て ア ル
カ リ 水 溶 液 を 使 用 す る こ と を 特 徴 と す る
【 手 続 補 正 １ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
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【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ２ で は 、 請 求 項 １ ～ ８ 何 れ か 一 項 に 記 載 の 食 器 洗 い 機 を 用 い た 食 器 洗 い
方 法 で あ っ て 、 前 記 複 数 の 洗 い 工 程 に お い て 少 な く と も １ の 洗 い 行 程 の 洗 浄 水 と し て ア ル
カ リ 水 溶 液 を 使 用 し 、 最 終 加 熱 す す ぎ 工 程 に お け る 洗 浄 水 と し て 酸 性 水 溶 液 を 使 用 す る こ
と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 １ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ９ 】
　 ま た 、 請 求 項 １ ３ で は 、 請 求 項 １ ～ ８ 何 れ か 一 項 に 記 載 の 食 器 洗 い 機 を 用 い た 食 器 洗 い
方 法 で あ っ て 、 前 記 複 数 の 洗 い 工 程 に お い て 少 な く と も １ の 洗 い 行 程 の 洗 浄 水 と し て ア ル
カ リ 水 溶 液 を 使 用 し 、 最 終 加 熱 す す ぎ 工 程 に お け る 洗 浄 水 と し て 酸 性 水 溶 液 を 使 用 す る こ
と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 １ ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ２
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 １ ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ４ 】
【 発 明 の 効 果 】
　 本 発 明 に よ り 、 食 器 カ ゴ に 収 納 さ れ る 全 て の 食 器 と 洗 浄 ノ ズ ル に 設 け ら れ た 噴 射 口 が 直
接 対 向 す る よ う に 構 成 さ れ 、 且 つ 全 て の 食 器 は 食 器 の 汚 れ 面 が 前 記 噴 射 口 に 対 向 す る 方 向
に 傾 斜 し て 食 器 カ ゴ に 収 納 さ れ る こ と に よ り 、 十 分 な 洗 浄 水 の 衝 突 エ ネ ル ギ ー が 供 給 す る
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こ と が で き 汚 れ を 剥 ぎ 取 る こ と が 可 能 と な り 、 ま た 、 第 １ の 洗 い 工 程 の 到 達 目 標 温 度 を ４
０ ℃ 以 上 と し て 、 タ ン パ ク 質 等 の 熱 変 性 を 起 こ し 易 い 汚 れ の 食 器 へ の 固 着 を 防 ぎ な が ら 食
器 の 汚 れ 成 分 を 除 去 し 、 そ の 後 最 終 の 洗 い 工 程 の 目 標 到 達 温 度 を ５ ５ ℃ 以 上 と し て 油 脂 類
を 可 溶 化 し て 除 去 す る こ と に よ り 、 結 果 と し て 、 食 器 洗 い 機 専 用 洗 剤 を 用 い な い 場 合 で も
、 洗 剤 を 使 用 し た 場 合 と 同 等 の 洗 浄 性 能 が 確 保 さ れ る 食 器 洗 い 機 を 提 供 す る こ と が 可 能 と
な る 。
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